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告 示

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、渡島平野土地改良区か
ら、次のとおり役員の住所変更の届出があった。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、富良野土地改良区から、
次のとおり役員の氏名変更の届出があった。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
理事・監事の別 変 更 前 変 更 後
理 事 田 井 夫 田 井 晴 夫

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、平成 年 月１日、美
瑛土地改良区の行う土地改良（維持管理）事業の土地改良事業計画の変更を認可した。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、せたな町檜山北地
区の換地計画を定めた。
その関係書類は、北海道檜山支庁に備え置いて、平成 年 月 日から 日間、一般の縦

覧に供する。
なお、この計画については、同条第４項において準用する同法第 条第６項の規定に基づ

き、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをすることが
できる。
また、同法第 条の２第４項において準用する同法第 条第７項の規定による決定に不服

がある者は、同法第 条の２第４項において準用する同法第 条第 項の規定に基づき、北
海道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の
取消しの訴えを提起することができる。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第８項の規定により、中標津町農業委員会が
定めた若竹地区の農用地等の交換分合計画を認可した。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
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北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のとおり土地改
良事業の工事の完了の届出があった。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
事業主体名 地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
八 雲 町 黒 岩 １ 災害復旧（農業用施設） 平成
同 野 田 生 １ 同 同
同 わらび野１ 同 同
同 旭 丘 １ 同 同
同 東 野 １ 同 同

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 処 分 を し た 年 月 日 平成 年 月 日
２ 処 分 を 受 け た 者

商号及び代表者の氏名 帝都建設株式会社 吉田 孝子
主たる営業所の所在地 函館市昭和２丁目 番 号
建設業の許可の番号 特 渡第 号

３ 処 分 の 内 容
営 業 停 止 の 範 囲 業種、地域、公共工事、民間工事の範囲を限定せず、営業

の全部の停止
営 業 停 止 の 期 間 平成 年 月 日から平成 年１月８日までの 日間

４ 処分の原因となった事実
上記の者が建設業法第 条第１項第２号及び第３号に該当した。

北海道告示第 号

建設業法（昭和 年法律第 号）第 条第３項の規定により、次のとおり営業停止の処
分をした。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 処 分 を し た 年 月 日 平成 年 月 日
２ 処 分 を 受 け た 者

商号及び代表者の氏名 株式会社山本組 山本 睦美
主たる営業所の所在地 山越郡長万部町字長万部 番地
建設業の許可の番号 般・特 渡第 号

３ 処 分 の 内 容
営 業 停 止 の 範 囲 業種、地域、公共工事、民間工事の範囲を限定せず、営業

の全部の停止
営 業 停 止 の 期 間 平成 年 月 日から平成 年１月８日までの 日間

４ 処分の原因となった事実
上記の者が建設業法第 条第１項第２号及び第３号に該当した。

北海道告示第 号

建設業法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可
を取り消した。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所
函館市汐首町 の１・ の１・ の１・ の２・ の１・ の３・ （以上７

筆について次の図に示す部分に限る。）、 の１、 の２
２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件

立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島支庁産
業振興部林務課及び函館市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

建設業法（昭和 年法律第 号）第 条第３項の規定により、次のとおり営業停止の処
分をした。
平成 年 月 日
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１ 処 分 を し た 年 月 日 平成 年 月 日
２ 処 分 を 受 け た 者

商号及び代表者の氏名 かねしげ建設工業有限会社 百々重次郎
主たる営業所の所在地 帯広市稲田町西１線３
建設業の許可の番号 般 十第 号

３ 処 分 の 内 容 許可の取消し
４ 処分の原因となった事実
上記の者が建設業法第 条第１項第５号に該当した。

有限会社 タ イ オ ー ハ ウ ス 般 渡第 号 同
有限会社 カ ン セ ン 工 業 般 渡第 号 同
有限会社 新 特 殊 土 木 般 後第 号 同
有限会社 丸 友 工 業 般 空第 号 同
有限会社 セ キ ザ ワ 建 設 般 留第 号 同
有限会社 増 毛 海 運 興 業 般 留第 号 同
株式会社 ニ シ モ ト 般 網第 号 同
稲 場 建 設 株 式 会 社 般 網第 号 同
株式会社 大 成 商 事 般 網第 号 同

２ 許可の一部廃業
商 号 又 は 名 称 建設業の許可の番号 処分年月日
大 和 梱 包 株 式 会 社 般 石第 号 平成
藤 建 設 工 業 株 式 会 社 特 石第 号 同
株式会社 大 森 工 務 店 特 石第 号 同
中央ビルメンテナンス株式会社 般 石第 号 同
株式会社 城 北 工 業 般 渡第 号 同
久 保 工 業 株 式 会 社 般 渡第 号 同
株式会社 泉 工 務 店 般 空第 号 同
玉 田 産 業 株 式 会 社 特 空第 号 同
株式会社 森 崎 組 般 留第 号 同
安 田 建 設 株 式 会 社 特 宗第 号 同
礼 文 産 業 株 式 会 社 般 宗第 号 同

北海道告示第 号

建設業法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり廃業等の届出
のあった建設業の許可を取り消した。
「次のとおり」は、省略し、その住所等は北海道建設部建設管理局建設情報課に備え置い

て縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 許可の全部廃業
商 号 又 は 名 称 建設業の許可の番号 処分年月日
株式会社 シ ス テ ム 計 装 般 石第 号 平成
株式会社 附 田 組 特 石第 号 同
株式会社 鈴 木 鉄 筋 般 石第 号 同
株式会社 道 拓 開 発 特 石第 号 同
有限会社 み の り 空 調 般 石第 号 同
株式会社 ミ ワ 電 設 般 石第 号 同
さいとう 施 工 管 理 事 務 所 般 石第 号 同
道 路 運 輸 有 限 会 社 般 石第 号 同
内 海 建 設 工 業 株 式 会 社 般 石第 号 同
有限会社 国 進 般 石第 号 同
丸 勘 株 式 会 社 鈴 木 建 築 般 石第 号 同
サン・デノン工業株式会社 般 石第 号 同
株式会社 星 塗 工 部 般 石第 号 同
株式会社 北 海 産 業 般 石第 号 同
株式会社 ノ ー ス ラ ン ド 般 石第 号 同
有限会社 ア ク ア サ ー ビ ス 般 渡第 号 同
有限会社 エービーシーホーム 般 渡第 号 同

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路線名及び縦覧場所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 旭 川 別 線 別市常磐町 番 地先から 平成
北海道札幌土木現業所 別市常磐町 番１地先まで
道道 上遠別霧立線 苫前郡羽幌町字 番２地先から 同
北海道留萌土木現業所 苫前郡羽幌町字 番１地先まで
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北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道札幌土木現業所に備え置いて、告

示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 滝下由仁停車場線
３ 道路の区域

区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
夕張郡栗山町字阿野呂 番１地先から 前 から ――夕張郡栗山町字阿野呂 番２地先まで まで

後 から ――まで

道路専用施設に係る災害復旧
６ 管 理 期 間 平成 年 月 日から道路の存続する日まで

北海道告示第 号

河川法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により堤防と道路との兼用工作物の
管理の方法について協議が成立したので、同条第２項の規定に基づき、公示する。
その関係図書は、北海道網走土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 河 川 の 名 称 二級河川佐呂間別川水系８線の沢川
２ 河川管理施設の名称又は種類 右岸堤防
３ 河 川 管 理 施 設 の 位 置 常呂郡佐呂間町字知来 番１地先から 番１地先ま

で
４ 管理を行う者の氏名及び住所 氏名 道路管理者 佐呂間町長 堀 次郎

住所 常呂郡佐呂間町字永代町３番地の１
５ 管 理 の 内 容 道路専用施設（路面（路盤の部分を含む。）、路

肩、道路の付属物その他のもっぱら道路の管理上必
要な施設又は工作物をいう。以下同じ。）の新設
（道路の付属物に係るものに限る。）、改築、維持
又は修繕及び当該法肩から法長１メートルまでの範
囲内にあるものの維持及び道路専用施設以外の路盤
の改築、維持、修繕。

北海道告示第 号

都市計画法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、都市計画を次のとおり
変更した。
その都市計画の図書は、北海道建設部まちづくり局都市計画課に備え置いて一般の縦覧に
供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 函館圏都市計画道路に係る事項

都市計画の種類 道路
都市計画を定める土地の区域
種 別 名 称 起 点 終 点 主 な 経 過 地
自動車専 号 函 館 新 道 函館市桔梗町 七飯町字藤城 函館市桔梗町、七飯
用道路 町字大川、字桜町
自動車専 号 上 磯 新 道 函館市桔梗町 北斗市追分 函館市西桔梗町
用道路
自動車専 号 新 外 環 状 線 函館市桔梗町 函館市上湯川町 函館市赤川町、東山
用道路 町、見晴町
幹線街路 号 新 外 環 状 線 函館市上湯川町 函館市古川町 函館市瀬戸川町、石

倉町
幹線街路 号 石 川 新 道 函館市昭和３丁目 函館市桔梗町 函館市桔梗町
幹線街路 号 放 射 ２ 号 線 函館市宝来町 函館市赤川町 函館市本町
幹線街路 号 放 射 ４ 号 線 函館市千歳町 函館市東山町 函館市金堀町
幹線街路 号 空 港 通 函館市高松町 函館市上湯川町 函館市高松町
幹線街路 号 新 外 環 状 線 北斗市七重浜８丁目 函館市桔梗町 函館市西桔梗町
幹線街路 号 外 環 状 線 北斗市七重浜２丁目 函館市湯川町３丁目 函館市美原１丁目
幹線街路 号 トラピスチヌ通 函館市湯川町３丁目 函館市西旭岡町２丁目 函館市戸倉町
幹線街路 号 七 飯 通 函館市桔梗町 七飯町字峠下 函館市桔梗町、七飯

町字大川、字桜町
幹線街路 号 日 吉 が 丘 通 函館市深掘町 函館市滝沢町 函館市花園町
幹線街路 号 臨空工業団地通 函館市東山町 函館市鈴蘭丘町 函館市鈴蘭丘町
（縦覧に供する都市計画の図書のとおり）

２ 岩見沢都市計画道路に係る事項
都市計画の種類 道路
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北海道告示第 号

環境影響評価法（平成９年法律第 号）第 条第２項において読み替えて適用される同法
第 条の規定により、評価書、これを要約した書類及び同法第 条第２項において読み替え
て適用される同法第 条に基づく国土交通大臣並びに国土交通省北海道開発局長の意見の書
面を次のとおり告示の日から１月間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 都市計画決定権者の名称 北海道
２ 都市計画対 事業の名称、種類及び規模

名 称 函館圏都市計画道路１・４・３号 新外環状線
種 類 一般国道の改築
規 模 車線数 ４車線、道路延長 約

３ 都市計画対 事業が実施 函館市
されるべき区域

４ 関 係 地 域 の 範 囲 函館市
５ 縦覧の場所、期間及び時間

縦 覧 期 間
平成 年 月 日（金）から 月 日（月）まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民

の休日に関する法律（昭和 年法律第 号）に規定する休日を除く。
縦覧場所及び縦覧時間
北海道建設部まちづくり局都市計画課 午前８時 分から午後５時 分まで
函 館 市 都 市 建 設 部 都 市 計 画 課 午前８時 分から午後５時 分まで

都市計画事業の 札幌圏都市計画道路事業（３・４・ 号 西宮の沢・新発寒通
及び ・ ・ 号 鉄工団地通）種類及び名称

事業施行期間 平成 年８月 日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

２ 施行者の名称 札幌市
都市計画事業の 札幌圏都市計画道路事業（３・４・ 号 富丘通及び３・４・

号 下手稲通）種類及び名称
事業施行期間 平成 年４月７日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

３ 施行者の名称 札幌市
都市計画事業の 札幌圏都市計画道路事業（３・３・７号 西７丁目通）
種類及び名称
事業施行期間 平成 年８月 日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

４ 施行者の名称 札幌市
都市計画事業の 札幌圏都市計画道路事業（３・４・ 号 福住・桑園通）
種類及び名称
事業施行期間 平成 年８月 日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

５ 施行者の名称 札幌市
都市計画事業の 札幌圏都市計画道路事業（３・３・ 号 南１条通）
種類及び名称
事業施行期間 平成 年７月 日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

６ 施行者の名称 札幌市
都市計画事業の 札幌圏都市計画道路事業（３・１・ 号 札幌新道）
種類及び名称
事業施行期間 平成 年 月 日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

都市計画を定める土地の区域
種 別 名 称 起 点 終 点 主 な 経 過 地
幹線街路 号 １ 条 通 岩見沢市１条西 丁目 岩見沢市１条西１丁目 岩見沢市１条西５丁目
幹線街路 号 駅 前 通 岩見沢市有明町南 岩見沢市志文町 岩見沢市 が丘４丁目
（縦覧に供する都市計画の図書のとおり）

北海道告示第 号

都市計画法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業の事業計画の変更を認可した。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 施行者の名称 札幌市
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７ 施行者の名称 札幌市
都市計画事業の 札幌圏都市計画道路事業（３・３・６号 西５丁目・ 川通）
種類及び名称
事業施行期間 平成 年４月７日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

８ 施行者の名称 札幌市
都市計画事業の 札幌圏都市計画道路事業（３・４・ 号 手稲左股通）
種類及び名称
事業施行期間 平成 年４月 日から平成 年３月 日まで
事 業 地
収 用 の 部 分 変更なし

支 庁 告 示

北海道石狩支庁告示第 号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成 年 月 日

北海道石狩支庁長 三 好 昇
１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量

液状凍結防止剤（塩化カルシウム水溶液）
ア 随意契約に係る物品等の名称
液状凍結防止剤（塩化カルシウム水溶液）１ 当たりの単価

イ 数量 調達予定数量
粒状凍結防止剤
ア 随意契約に係る物品等の名称

塩化ナトリウムと塩化マグネシウムの混合物１ 当たりの単価
塩化カルシウム１ 当たりの単価

イ 数量
調達予定数量
調達予定数量

滑り止め材
ア 随意契約に係る物品等の名称

砂箱用（３ 袋）１ 当たりの単価
散布用（バラ積み又は１ フレキシブルコンテナ）１ 当たりの単価

イ 数量
調達予定数量
調達予定数量

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成 年 月 日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
液状凍結防止剤（塩化カルシウム水溶液）
ア 氏 名 ゴードー溶剤株式会社
イ 住 所 東京都中央区日本橋本町３丁目５番 号
粒状凍結防止剤
ア 氏 名 ゴードー溶剤株式会社
イ 住 所 東京都中央区日本橋本町３丁目５番 号
滑り止め材
ア 氏 名 ゴードー溶剤株式会社
イ 住 所 東京都中央区日本橋本町３丁目５番 号

４ 随意契約に係る契約金額
液状凍結防止剤（塩化カルシウム水溶液） （１ 当たり） 円
粒状凍結防止剤
ア 塩化ナトリウムと塩化マグネシウムの混合物（１ 当たり） 円
イ 塩化カルシウム （１ 当たり） 円
滑り止め材
ア 砂箱用（３ 袋） （１ 当たり） 円
イ 散布用（バラ積み又は１ フレキシブルコンテナ）

（１ 当たり）９円 銭
５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の２第１項第８号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道札幌土木現業所企画総務部総務課
所在地 札幌市中央区南 条西 丁目２番１号

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


